
草津市社会福祉協議会車いす貸与申請書　
申請日　　　　年　　月　　日

社会福祉法人　草津市社会福祉協議会会長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 利用者との続柄　（　　　　　　）

　

下記のとおり車いすの借用申請をします。
記

	利　用　者
	フリガナ
	
	年　齢
	　　歳

	
	氏　名
	
	
	

	
	
	
	要介護度　（　　　　　　）

	
	
	
	電　話
	

	
	住　所
	□市内　　　草津市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

□市外　　　　　　市・町　　　　　　　　　　　　　　　

	借用用具
	車いす（No.        　 ）

	借用期間
	　

	借用理由
	□旅行　　□病気　　□ケガ　　□一時的な外出
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	延長理由
	

	
	

	延長期間
	　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（２か月以内）


※本申請に記載された個人情報は、本会が行う車いすの貸出に関するご連絡に利用します。
	局　長
	課長
	副参事
	グループ長
	合　　議
	受付者

	
	
	
	
	
	



	
	


	データ入力
	入力日
	受付者

	申請時
	□済
	
	

	延長時
	□済
	
	



同　意　書
わたしは、車いすの貸与を受けるにあたり、下記の内容に同意いたします。
また、利用者にも下記内容を周知します。
記
１　車いすの使用が長期に及ぶことが判明したときは、草津市社会福祉協議会車いす貸出事業の利用はできない。
２　介護保険サービスの利用が可能な場合は、介護保険サービスを優先して利用する。
３　貸出期間は２か月以内、延長期間は１回に限り、かつ２か月を限度とする。
４　返却日（延長された場合は、延長後の返却日）から２か月を経過するまでの間は、車いすの貸出が受けられない。
５　貸出期間を延長するときは延長料５００円を支払う必要があり、延長料の返金はできない。
６　貸出期間の延長により、連続して貸出を受ける期間が３か月を超える場合は、利用者は、車いすの安全点検を行わなければならない。

７　貸出期間最終日の翌日以降に車いすを返却する場合、延滞料５００円を支払う必要があり、その後１か月経過するごとに延滞料５００円を支払う必要がある。
	延滞料について

	返却日の翌日～１か月
	以降１か月ごと

	５００円
	５００円


令和　　年　　月　　日
申請者署名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	


様式第１号





年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（２か月以内）





申請者確認


□運転免許証番号（　　　　　　　　　　　　　　　　）


□健康保険証記号、番号（　　　　　　　　　　　　　）


□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





利用料�
有　５００円   　


無�
�
延滞料�
有　（　  　　円）


無�
�
延長料�
５００円�
�






様式第１号裏面








